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二

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

〃〃〃〃〃〃〃
平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

下
関
市
内
日
土
地
改
良
区

〃〃

公

（
四
六
四
）
土
地
改
良
区
の
役

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員

区
浜
崎
区
域

島
戸
区
域

二
見
区
域

安
岡
区
域

理
事

監
事
の
別

氏

名

住

〃

鎌
田

三
郎

〃

〃

藤
田

忠
清

〃

〃

岩
本

治
文

〃

〃

木
村

秀
洋

〃

監

事

福
永

秀
男

〃

〃

村
岡

達
一

〃

〃

大
田

浩
史

〃 山
口

理
事

監
事
の
別

氏

名

住

理

事

野
村

喜
治

下
関

〃

宮
村

博

〃

〃

栗
林
相
一
郎

〃

告

員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八

の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り

域

区

主
と
し
て
底
び
き
網
を

法
第
百
四
条
第
二
号
に

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満

法
第
百
四
条
第
二
号
に

一

所

大
字
内
日
下
一
〇
一
三

大
字
植
田
六
三
一

大
字
内
日
上
一
八
七
四

〃

九
五
二

大
字
内
日
下
一
七
二
一

〃

二
三
五

大
字
内
日
上
二
一
五
二
の
二

県
知
事

二

井

関

成所

市
大
字
内
日
下
二
〇
八
六

大
字
植
田
一
〇
五
〇
の
二

大
字
内
日
上
二
七
二
七

条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

ま
し
た
。

分

使
用
し
て
営
む
漁
業
以
外
の
漁
業

掲
げ
る
漁
業

の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

掲
げ
る
漁
業

地

告

示

公

告
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縦
覧
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場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

六
六
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萩
都
市
計
画
道
路
の
変
更

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第

当
該
変
更
に
係
る
萩
都
市
計
画
道

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

縦
覧
に
供
す
る
書
類

国
営
農
地
再
編
整
備
事
業
（
豊
北

縦
覧
の
期
間

平
成
十
九
年
九
月
十
九
日
か
ら
同

〃〃

六
五
）
国
営
農
地
再
編
整
備
事
業

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

農
地
再
編
整
備
事
業
の
施
行
に
係

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

関
市
内
日
土
地
改
良
区

理〃〃〃〃〃〃監

山
口
県
知

の
案
の
縦
覧
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百
号
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二
十
一
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一
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二
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に
お
い
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準
用
す
る
同
法
第

路
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お
り
縦
覧
に

山
口
県
知

地
区
寺
畑
換
地
区
）
換
地
計
画
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月
九
日
ま
で

鎌
田

三
郎

〃

大

藤
田

忠
清

〃

大
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豊
北
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畑
換
地
区
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換
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五
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八
十
九
条
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豊
北
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換
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換
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七
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五
項
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定
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よ
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事

弘
岡

成
章

下
関
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大

秋
本

静
雄

〃

〃

森
永
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豊

〃

〃

山
村

重
登

〃

大

宮
村

博

〃

大

福
永

安
雄

〃

大

野
村

喜
治

〃

〃

事

内
田

吉
文

〃

大
事

二

井

関

成
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規
定
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よ
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、
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都
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計
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七
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定
に
よ
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事

二

井

関
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書
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写
し

字
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日
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〇
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字
植
田
六
三
一

地
計
画
書
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縦
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二
第
一
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定
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よ
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計
画
を
定
め
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縦
覧
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ま

字
内
日
上
二
九
八

一
七
一
五

二
八
二
八

字
内
日
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七
九
三

字
植
田
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〇
五
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二
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内
日
下
一
五
六
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〇
八
六

字
内
日
上
二
〇
四
一
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五

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

萩
都
市
計
画
道
路
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・
三

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土

萩
市
大
字
椿
、
大
字
川
島

三

変
更
の
内
容

区
域
及
び
構
造
の
変
更

四

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

五

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場

三

変
更
の
内
容

構
造
の
変
更

四

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

五

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

五

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

萩
都
市
計
画
道
路
三
・
三

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土

萩
市
大
字
山
田
、
大
字
平

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

萩
都
市
計
画
道
路
一
・
四

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土

萩
市
三
見
、
大
字
山
田
及

三

変
更
の
内
容

区
域
及
び
構
造
の
変
更

四

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

計
画
課
及
び
萩
市
建
設
部
都
市
計

・
二
大
屋
土
原
線

地
の
区
域

及
び
大
字
土
原

間か
ら
二
週
間

所 間か
ら
二
週
間

所計
画
課
及
び
萩
市
建
設
部
都
市
計

称 所計
画
課
及
び
萩
市
建
設
部
都
市
計

称・
一
玉
江
新
川
線

地
の
区
域

安
古
町
、
大
字
江
向
、
大
字
御
許

称・
一
萩
三
隅
道
路

地
の
区
域

び
大
字
椿

間か
ら
二
週
間

画
課

画
課

画
課

町
、
大
字
土
原
及
び
大
字
椿
東

二
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一二
字

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区

長
門
市
三
隅
中

変
更
の
内
容

区
域
及
び
構
造
の
変
更

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日
か
ら
二

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

路
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第

当
該
変
更
に
係
る
長
門
都
市
計
画

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

長
門
都
市
計
画
道
路
一
・
四
・
一

変
更
の
内
容

構
造
の
変
更

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日
か
ら
二

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

六
七
）
長
門
都
市
計
画
道
路
の
変

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

萩
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
十
椿

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区

萩
市
大
字
椿
、
大
字
橋
本
町
、
大

古
萩
町
、
大
字
土
原
及
び
大
字
椿

域週
間

及
び
長
門
市
建
設
部
都
市
建
設

第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

道
路
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧

山
口
県
知

萩
三
隅
道
路

週
間

及
び
萩
市
建
設
部
都
市
計
画
課

更
の
案
の
縦
覧

新
川
線

域字
御
許
町
、
大
字
唐

町
、
大

東

課 の
規
定
に
よ
り
、
長
門
都
市
計

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

字
東
田
町
、
大
字
吉
田
町
、
大

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

長
門
都
市
計
画
道
路
三
・

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土

長
門
市
東
深
川

三

変
更
の
内
容

構
造
の
変
更

四

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

五

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場

三

変
更
の
内
容

構
造
の
変
更

四

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

五

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

五

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

長
門
都
市
計
画
道
路
三
・

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土

長
門
市
仙
崎

長
門
都
市
計
画
道
路
三
・

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土

長
門
市
仙
崎
及
び
東
深
川

三

変
更
の
内
容

構
造
の
変
更

四

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

計
画
課
及
び
長
門
市
建
設
部
都
市

四
・
三
長
門
市
駅
通
線

地
の
区
域

間か
ら
二
週
間

所 間か
ら
二
週
間

所計
画
課
及
び
長
門
市
建
設
部
都
市

称 所計
画
課
及
び
長
門
市
建
設
部
都
市

称四
・
二
東
海
岸
通
り
線

地
の
区
域

四
・
一
白
方
下
郷
線

地
の
区
域

間か
ら
二
週
間

三

建
設
課

建
設
課

建
設
課
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五一二

第 号

一二三四

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

長
門
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
八

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区

長
門
市
仙
崎
、
三
隅
下
及
び
三
隅

変
更
の
内
容

構
造
の
変
更

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日
か
ら
二

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

変
更
の
内
容

構
造
の
変
更

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日
か
ら
二

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

長
門
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
七

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区

長
門
市
東
深
川

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

長
門
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
六

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区

長
門
市
仙
崎
及
び
東
深
川

変
更
の
内
容

構
造
の
変
更

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日
か
ら
二

及
び
長
門
市
建
設
部
都
市
建
設

小
浜
市
線

域中週
間

週
間

及
び
長
門
市
建
設
部
都
市
建
設

及
び
長
門
市
建
設
部
都
市
建
設

港
上
市
線

域 瀬
戸
下
郷
線

域週
間

課 課 課

五

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

長
門
都
市
計
画
道
路
三
・

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土

長
門
市
東
深
川
、
仙
崎
、

三

変
更
の
内
容

構
造
の
変
更

四

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

長
門
市
三
隅
下
及
び
三
隅

三

変
更
の
内
容

構
造
の
変
更

四

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

五

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

四

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

五

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

長
門
都
市
計
画
道
路
三
・

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

長
門
都
市
計
画
道
路
三
・

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土

長
門
市
仙
崎
及
び
東
深
川

三

変
更
の
内
容

構
造
の
変
更

所 称四
・
十
二
長
門
三
隅
線

地
の
区
域

三
隅
下
及
び
三
隅
中

間か
ら
二
週
間

中間か
ら
二
週
間

所計
画
課
及
び
長
門
市
建
設
部
都
市

間か
ら
二
週
間

所計
画
課
及
び
長
門
市
建
設
部
都
市

称五
・
十
一
豊
原
野
波
瀬
線

地
の
区
域

称五
・
九
桟
橋
田
屋
線

地
の
区
域

建
設
課

建
設
課

四



平成 年 月 日 火曜日

一二

山 口 県

都
関
す

一二

（定期）報

三四五（
四

第 号

一二

有
限
会
社
小
野
田
不
動
産
商
事

周
南
市
鐘
楼
町
三
番
一
号

三
和
土
地
建
物
株
式
会
社

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

山
陽
小
野
田
市
大
字
東
高
泊
字
洲

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

山
陽
小
野
田
市
日
の
出
一
丁
目
九

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

下
松
市
大
字
西
豊
井
字
殿
ケ
浴

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

変
更
の
内
容

構
造
の
変
更

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日
か
ら
二

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

六
八
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

長
門
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
十

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区

長
門
市
東
深
川

称賀び
氏
名

番
一
二
号

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

告
し
ま
す
。

山
口
県
知

称び
氏
名

週
間

及
び
長
門
市
建
設
部
都
市
建
設

の
完
了

及
び
長
門
市
建
設
部
都
市
建
設

三
長
門
市
駅
南
中
央
線

域

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

事

二

井

関

成

課 課

条
第
一
項

副
知
事
並
び
に
県
の
選

挙
管
理
委
員
、
監
査
委

員
及
び
公
安
委
員
会
の
地
方
自
治
法

条
第
一
項

県
議
会
の
議
員
の
解
職

の
請
求

地
方
自
治
法

第
一
項

知
事
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法

直
接
請
求
の
種
類

根

拠

県
条
例
の
制
定
又
は
改

廃
の
請
求

地
方
自
治
法

条
第
一
項

県
の
事
務
の
執
行
に
関

す
る
監
査
の
請
求

地
方
自
治
法

条
第
一
項

県
議
会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法

条
第
一
項

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一

る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得

数
）
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

選
挙
管

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る

第
八
十
六

第
八
十
条

下
関
市
選
挙
区

宇
部
市
選
挙
区

山
口
市
選
挙
区

萩
市
阿
武
郡
選
挙
区

防
府
市
選
挙
区

下
松
市
選
挙
区

岩
国
市
玖
珂
郡
選
挙
区

光
市
選
挙
区

長
門
市
選
挙
区

柳
井
市
選
挙
区

美
祢
市
美
祢
郡
選
挙
区

周
南
市
選
挙
区

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

第
八
十
一

規

定

必

要

な

第
七
十
四

第
七
十
五

第
七
十
六

大
島
郡
選
挙
区

熊
毛
郡
選
挙
区

第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第

の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超

た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗

あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

理
委
員
会

示
第
八
十
三
号

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四

者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並

五
二
七
一
、
〇
四
五

七
九
、
五
八
八

四
七
、
九
六
八

五
〇
、
二
四
九

一
九
、
七
七
七

三
二
、
二
八
二

一
五
、
〇
七
二

四
二
、
八
一
九

一
四
、
九
五
一

一
一
、
五
七
七

一
〇
、
一
四
六

八
、
三
六
一

四
一
、
九
九
七

一
八
、
二
一
一

有

権

者

の

数二
四
、
五
二
六

二
七
一
、
〇
四
五

六
、
二
二
六

九
、
五
三
八

並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権

え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超

じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

委
員
長

福

田

隆

司

条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一

び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

びをえた 項第

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 火曜日 山 口 （定期）県 報

責
任

あ
る

第 号

委
員

県
の
員
の

山
平

者
か
ら
提
出
さ
れ
た
選
挙
運
動
に

。平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

の
解
職
の
請
求

教
育
委
員
会
の
委

解
職
の
請
求

地
方
教
育
行
政
の

及
び
運
営
に
関
す

律
第
八
条
第
一
項

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

成
十
九
年
七
月
二
十
九
日
執
行
の

関
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

組
織

る
法

第
八
十
四
号

参
議
院
山
口
県
選
出
議
員
選
挙

書
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で

長

福

田

隆

司

に
お
い
て
、
各
候
補
者
の
出
納

六



平成 年 月 日 火曜日

公

山 口 県

職の候補者の選挙運動に関す

（定期）報

る収支報告書要旨

第 号

１ 選

２ 公

３ 報

候

出納

挙の種類 平成 年７月

職選挙法の規定による選挙運

告書の要旨

補 者 氏 名 戸 倉 多香

責任者氏名 西 嶋 千

日執行参議院山口県選出議員

動に関する支出の金額の制限

子 所属党派 民

恵

選挙

額（法定選挙運動費用額）

主 党

期 間
平成 年６

同年８月

円

月 日から
第１回分

日まで

収

主た

（氏団
民主

民主

早川

入

る寄附
名

体 名） （職業

党

党山口県総支部連合会

隆郷 無

） （寄附額）

円

職

支

人

家

選

集

通

交

印

出

件 費

屋 費

挙事務所費

合会場費

信 費

通 費

刷 費

円

その

その

今

前

総

他の寄附 件

他の収入

回 計

回 計

計

広

文

食

休

雑

今

前

総

告 費

具 費

糧 費

泊 費

費

回 計

回 計

計

報

候

出納

収

主た

告 書 受 理 年 月 日 平

補 者 氏 名 林 芳

責任者氏名 神 足 敬

入

る寄附

成 年８月 日

正 所属党派 自 由

史

支

人

第１回報告分

民 主 党

期 間
平成 年２

同年８月３

出

件 費

月 日から
第１回分

日まで

円

（氏団
自由

自由

林よ

名
体 名） （職業

民主党山口県参議院選挙区第二支

民主党山口県支部連合会

しまさ後援会

） （寄附額）

円
部

家

選

集

通

交

印

広

文

食

屋 費

挙事務所費

合会場費

信 費

通 費

刷 費

告 費

具 費

糧 費

七

その

その

今

前

総

報

他の寄附 件

他の収入

回 計

回 計

計

告 書 受 理 年 月 日 平

休

雑

今

前

総

成 年８月 日

泊 費

費

回 計

回 計

計

第１回報告分



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 火曜日 山 口 （定期）県 報 第 号

九
年
九
月
十
八
日
印
刷

九
年
九
月
十
八
日
発
行

主

（
日

候 補 者 氏 名 吉 田

出納責任者氏名 佐 藤

収 入

たる寄附
氏 名
団 体 名） （

本共産党山口県委員会

貞 好 所属党派 日

文 明

職業） （寄附額）

円

本 共 産 党

期 間
平成

同月

支 出

人 件 費

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費

年７月５日から
第１回分

日まで

円

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

有

梅

鴨

下

野

藤

藤

そ

そ

田 敏夫 政

田千賀子 事

崎 康子 政

司 寛 政

村 英昭 政

津 章智 無

本 博一 政

の他の寄附 件

の他の収入

党職員

務 員

党職員

党職員

党職員

職

党職員

通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

文 具 費

食 糧 費

休 泊 費

雑 費

庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事 今

前

総

回 計

回 計

計

報 告 書 受 理 年 月 日 平成 年８月 日

今 回 計

前 回 計

総 計

第１回報告分

七
百
円
（
送
料
共
）

八


